
平

成

五

條

市

議

会

第

四

回

十

二

月

定

例

会

会

議

録
（
第

六

号
）

十

九

年

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
（
火
曜
日
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

議

事

日

程
（
第

七

号
）

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

午
前
十
時
開
議

第

一

選
第

三
号

議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

追

加

日

程
（
第

八

号
）

第

一

選
第

四
号

副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

選
第
四
号

副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て
上
程
ま
で

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

出
席
議
員
（
二
十
一
名
）

一
番

西

本

幸

洋

二
番

太

田

好

紀

三
番

川

村

家

廣

四
番

藤

冨

美

恵

子

五
番

池

上

輝

雄

六
番

益

田

吉

博



七
番

山

田

由

比

己

八
番

山

田

澄

雄

九
番

峯

林

宏

政

十
番

西

尾

彦

和

十
一
番

北

山

和

生

十
二
番

山

本

久

和

十
三
番

花

谷

昭

典

十
四
番

佐

久

間

正

己

十
五
番

寺

本

保

英

十
六
番

樫

塚

凱

一

十
七
番

黄

木

英

夫

十
八
番

土

井

康

嗣

十
九
番

榮

林

末

次

二
十
番

大

谷

龍

雄

二
十
一
番

田

原

清

孝

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

欠
席
議
員
（
な
し
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

説
明
の
た
め
の
出
席
者

市
長

吉

野

晴

夫

副
市
長

榮

林

勝

美

教
育
長
職
務
代
行
者

橋

本

重

夫



市
長
公
室
長

岡

本

和

人

総
務
部
長

上

山

保

見

生
活
産
業
部
長

林

正

信

西
吉
野
支
所
長

森

本

康

元

大
塔
支
所
長

竹

本

重

博

消
防
本
部
次
長

東

正

章

会
計
管
理
者

堤

好

文

水
道
局
長

阪

ノ

上

武

則

財
政
課
長

堂

阪

賢

治

秘
書
課
長

田

中

衛

庶
務
課
長

大

垣

賢

治

企
画
調
整
課
長

山

下

正

次

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

事
務
局
職
員
出
席
者

事
務
局
長

長

田

雅

光

事
務
局
次
長

乾

旬

事
務
局
主
任

西

峯

久

美

事
務
局
主
任

笹

谷

豊

速
記
者

柳

ヶ

瀬

五

美

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

午
後
一
時
二
十
八
分
再
開

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
た
だ
い
ま
か
ら
、
昨
日
の
延
会
前
に
引
き
続
き
本
会
議
を
再
開
い
た
し
ま
す
。



た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
議
が
成
立
い
た
し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
本
日
の
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
済
み
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
の
声
あ
り
〕

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
日
程
第
一
、
選
第
三
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
延
会
前
に
上
程
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
継
続
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
、
投
票
、
指
名
推
選
、
い
ず
れ
の
方
法
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。
（
「
二
十
番
」
の
声
あ
り
）
二
十
番
大
谷
龍
雄
議
員
。

○
二
十
番
（
大
谷
龍
雄
）
選
挙
の
方
法
は
、
投
票
で
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
議
長
の
選
挙
は
、
投
票
を
も
っ
て
行
う
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
御
異
議
が
な
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
議
長
選
挙
は
投
票
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

議
場
を
閉
鎖
い
た
し
ま
す
。

〔
議
場
閉
鎖
〕

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、
二
十
一
名
で
あ
り
ま
す
。

投
票
用
紙
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

〔
投
票
用
紙
配
付
〕

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
投
票
用
紙
の
配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕



○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

〔
事
務
局
次
長
投
票
箱
点
検
〕

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

念
の
た
め
に
申
し
上
げ
ま
す
。
投
票
は
、
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
記
載
の
上
、
点
呼
に
応
じ
て
順
次
投
票
願
い
ま
す
。

事
務
局
長
に
氏
名
を
点
呼
さ
せ
ま
す
。

〔
事
務
局
長
氏
名
を
点
呼
〕

〔
各
員
投
票
〕

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
投
票
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
─
─
。

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

〔
議
場
開
鎖
〕

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
開
票
を
行
い
ま
す
。

会
議
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
花
谷
昭
典
議
員
及
び
太
田
好
紀
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

よ
っ
て
、
両
議
員
の
立
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

投
票
箱
を
開
き
、
投
票
の
点
検
を
さ
せ
ま
す
。

〔
事
務
局
次
長
投
票
を
点
検
〕

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

投
票
総
数

二
十
一
票

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
出
席
議
員
数
に
符
合
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
う
ち



有
効
投
票

二
十
一
票

無
効
投
票

ゼ
ロ
票

有
効
投
票
中

西
尾
彦
和
議
員

十
一
票

北
山
和
生
議
員

十
票

白
票

ゼ
ロ
票

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
、
六
票
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
西
尾
彦
和
議
員
が
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
西
尾
彦
和
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
本
席
か
ら
会
議
規
則
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
知
い
た
し
ま
す
。

当
選
さ
れ
ま
し
た
西
尾
彦
和
議
員
か
ら
、
議
長
当
選
承
諾
並
び
に
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
西
尾
彦
和
議
員
。

〔
西
尾
彦
和
登
壇
〕

○
（
西
尾
彦
和
）
お
蔭
様
で
議
長
の
重
席
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

見
て
の
と
お
り
才
学
未
熟
な
私
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
将
来
、
や
は
り
五
條
を
良
く
す
る
と
い
う
意
味
で
皆
さ
ん
の
御
協
力
、
御
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
て
、
簡
単
で
ご
ざ

い
ま
す
が
お
礼
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
（
拍
手
）

○
副
議
長
（
佐
久
間
正
己
）
御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

議
長
と
交
替
い
た
し
ま
す
。

〔
副
議
長
退
席
、
議
長
着
席
〕

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
こ
で
前
議
長
の
寺
本
保
英
議
員
か
ら
、
議
長
退
任
の
ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
寺
本
保
英
議
員
。

〔
寺
本
保
英
登
壇
〕

○
（
寺
本
保
英
）
皆
さ
ん
の
本
当
に
強
力
な
御
支
持
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
こ
の
一
年
間
大
過
な
く
過
ご
せ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
本
来
な
ら
ば
本
会
議
四
回
と
い
う
の
を
六
回
も



さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
議
長
と
し
て
、
議
長
み
ょ
う
り
に
尽
き
る
か
な
と
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
五
條
市
政
が
抱
え
て
い
る
課
題
が
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
百
条

委
員
会
も
し
か
り
、
昨
日
、
一
昨
日
の
九
十
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
委
員
会
等
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
議
会
に
対
し
ま
し
て
皆
さ
ん
の
御
協
力
を
得
な
が
ら
、
新
議
長

の
下
、
五
條
市
発
展
の
た
め
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
一
年
間
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
今
後
一
年
間
、
ま
た
共
に
手
を
携
え
て
頑
張
っ
て
い
く
こ

と
を
お
誓
い
し
て
、
簡
単
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
御
礼
の
ご
あ
い
さ
つ
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
当
に
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

佐
久
間
正
己
議
員
か
ら
、
副
議
長
の
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
、
副
議
長
辞
職
の
件
を
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
こ
の
際
、
副
議
長
辞
職
の
件
を
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
佐
久
間
正
己
議
員
の
退
場
を
求
め
ま
す
。

〔
佐
久
間
正
己
議
員
退
場
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
ま
ず
、
そ
の
辞
職
願
を
事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

〔
事
務
局
長
朗
読
〕

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

五
條
市
議
会
議
長
殿

五
條
市
議
会
副
議
長

佐

久

間

正

己

辞

職

願

こ
の
た
び
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
副
議
長
を
辞
職
し
た
い
の
で
許
可
さ
れ
る
よ
う
願
い
出
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
佐
久
間
正
己
議
員
の
副
議
長
の
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
佐
久
間
正
己
議
員
の
副
議
長
の
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

佐
久
間
正
己
議
員
の
入
場
を
許
し
ま
す
。

〔
佐
久
間
正
己
議
員
入
場
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
た
だ
い
ま
、
副
議
長
が
欠
員
と
な
り
ま
し
た
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
、
副
議
長
の
選
挙
を
日
程
に
追
加
し
、
選
挙
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
こ
の
際
、
副
議
長
の
選
挙
を
日
程
に
追
加
し
、
選
挙
を
行
う
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
議
案
及
び
日
程
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

追
加
議
案
及
び
日
程
の
配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
―
―
。

配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
日
程
第
一
、
選
第
四
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
選
第
四
号

副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て
。

地
方
自
治
法
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
本
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
提
出

五

條

市

議

会

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
意
見
調
整
の
た
め
休
憩
い
た
し
ま
す
。

午
後
一
時
四
十
九
分
休
憩
に
入
る


